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９月１日に大阪市身体障害者団体協議会と連名で、

大阪市教育委員会宛に要望書を提出してきました。 

今回の要望の発端は、４月２７日に文部科学省（以

下、文科省）から、「特別支援学級及び通級による指

導の適切な運用について（通知）」が出されたことで

した。 

大阪府や大阪市では、障がいのある児童・生徒の学

びの場として、地域の小学校や中学校に通い、特別支

援学級に籍を置きながら通常の学級で学ぶ方法も選

択肢の一つとしてきた経過があります。 

 今回の文科省からの通知は、令和３年度の特別支援

学級及び通級による指導の実態調査の結果も踏まえ

て出されたものでした。 

４月に公表された調査結果では、全児童・生徒数に

対して特別支援学級に在籍する児童・生徒数の割合が

高い１０の都道府県及び政令指定都市を抽出し、その

中でも割合が高い一部の公立小中学校を対象に調査

をしたもので、「特別支援学級に在籍する児童生徒が、

大半の時間を交流及び共同学習として通常の学級で

学び、特別支援学級において障害の状態や特性及び心

身の発達の段階等に応じた指導を十分に受けていな

い事例があることが明らかとなりました。」と結論づ

けています。また、調査を行った一部の自治体では、

「特別支援学級において特別の教育課程を編成して

いるにもかかわらず、自立活動の時間が設けられてい

ない」、「個々の児童生徒の状況を踏まえずに、特別支

援学級では自立活動に加えて算数（数学）や国語の指

導のみを行い、それ以外は通常の学級で学ぶといった、

機械的かつ画一的な教育課程の編成が行われている」、

「「自校通級」、「他校通級」、「巡回指導」といった実 

 

 

 

施形態がある中で、通級による指導が十分に活用でき

ていない」といった事例もあったという事です。 

 これらの結果を受け、４月に文科省は通知を出した

のですが、その中には「特別支援学級に在籍している

児童生徒については、原則として週の授業時数の半分

以上を目安として特別支援学級において児童生徒の

一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階

等に応じた授業を行うこと。」と記載されていました。

一方で「ただし、例えば、次年度に特別支援学級から

通常の学級への学びの場の変更を検討している児童

生徒について、段階的に交流及び共同学習の時数を増

やしている等、当該児童生徒にとっての教育上の必要

性がある場合においては、この限りではないこと。」

と記載がされていますが、この通知の前段の部分を根

拠として、障がいのある児童・生徒が対応できる力を

持っているにも関わらず、自立活動として特別支援学

級での学びを週の半分以上受けなくてはならないと

いった硬直的な運用とならないよう、「多様な学びの

場」の選択できる現状の維持を要望してきました。 

【大阪市教育委員会にて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ちょうど時期を同じくして、８月２２日から２３日

にかけて、スイスのジュネーブにある国連欧州本部で、

日本も批准をしている障害者権利条約について、日本

政府が条約に基づいた対応が適切にされているかの

審査がおこなわれました。２０１４年に同条約を締結

した日本政府に対する審査は初めてであり、日本から 
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障がいのある人が 安心して 心豊かに すごせるように 

大阪市教育委員会へ要望書を提出しました 

          理事長 長谷川 美智代 


